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兵庫県動物愛護管理推進計画の改正 
 

環境大臣が定める「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本

的な指針」（以下「基本指針」という。）が昨年４月に改正されたため、その内容に即し

て定めることとされている「兵庫県動物愛護管理推進計画」（以下「推進計画」という。）

を改正する。（令和３年４月１日施行） 

 

１ 基本指針の改正概要 

  基本指針の①動物の適正飼養の推進、②返還・譲渡の推進、③所有者のいない猫へ

の対応、④動物取扱業の適正化、⑤災害対策の項目等について追加・修正等され、動

物の所有者等の責務をより明確化し、適正飼養を更に推進する内容に改正された。 

２ 推進計画 

兵庫県における動物の愛護及び管理に関する行政を推進し、人と動物が調和し、共

生する社会づくりを行うための計画である。 

（１）計画期間 

令和３年度から12年度までの10年間（基本指針で示された期間） 

※現行の推進計画は平成26年度から35年度までの10年間の計画であるが、基本

指針の改正から10年計画を策定することとなっている。 

（２）改正概要 

基本指針の改正内容に即し、兵庫県動物愛護管理推進協議会の意見も踏まえ、 

推進計画に下記の内容を追加等する。 

（３）パブリック・コメント（令和３年１月18日から２月７日）の結果 

   意見等の提出件数：49件（８人） 

（内訳）①意見を反映  ３件    ②既に盛り込み済み    14件 

③原案のとおり 13件    ④今後の取り組みの参考  ７件 

⑤その他      12件      

 

＜問い合わせ先＞健康福祉部健康局生活衛生課環境衛生班 ℡ 078-362-3259  

項 目 推進計画に追加等する内容 

①犬の飼い主に対する指導 
･飼養基準の遵守、繁殖制限、所有者明示(ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ)の啓発 

･関係機関との連携強化による多頭飼育の未然防止 

②猫の飼い主に対する指導 

･飼養基準の遵守、繁殖制限、所有者明示(ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ)の啓発 

･猫の屋内飼養ﾓﾃﾞﾙﾙｰﾑの整備・活用による屋内飼養の啓発 

･関係機関との連携強化による多頭飼育の未然防止 

③飼い主のいない猫対応 
･「猫の適正管理普及推進のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」の積極活用 

･無責任な餌やり行為が望ましくないことの啓発 

④動物取扱業の適正化 
･飼養基準の遵守、帳簿の備付け対象動物及び業種の拡大、販売

犬・猫へのﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ装着の徹底指導 

⑤特定動物からの侵害防止 
･ﾗｲｵﾝ･ﾜﾆ等特定動物の愛玩目的の飼養禁止、特定動物交雑種の

規制対象化の周知徹底 

⑥犬・猫の譲渡 
･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの協力による離乳前の子犬・子猫の保育・育成、譲渡 

･適正な団体との連携強化による譲渡の推進 

⑦災害対策 
･ﾍﾟｯﾄの預かり先確保等平時の備えに関する啓発 

･ﾍﾟｯﾄを連れた防災訓練の実施 



兵庫県動物愛護管理推進計画の概要【計画期間：令和 3～12 年度】 

 
 

【現状】 

1咬傷事故等、動

物による人の

身体への侵害 
2毛の飛散等、動

物による生活

環境汚染等 
3 犬に関する相

談件数が徐々

に減少 
4 人と動物の共

通感染症 

【現状】 

1 動物虐待･遺棄

の潜在 

2 繁殖制限への

理解の不足 

3 不適切な飼養､

途中放棄 

4 学校飼育動物

の不適正な管

理 

5 動物と人間社

会の関わりで

一部に理解不

足が存在 

6 ペットが人に

与える影響に

ついて、否定的

な考えが一定

存在  

 

【課題】 

1 適正飼養の指導

を強化する必

要がある。 
2 動物による生活

環境汚染の発

生を未然に防

ぐ必要がある。 
3 人と動物の共通

感染症対策の

充実を図る必

要がある。 

【課題】 

1 飼養者の意識

向上を図る必

要がある。 
2 学校飼育動物

の適正な取扱

について指導

を強化する必

要がある。 
3 動物の役割に

対する県民の

理解を深める

必要がある。 
4 動物の所有者

等の社会的責

任の十分な自

覚と適正飼養

を推進する必

要がある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

動物を取り巻く現状と課題 具体的な事業 効果 計画の基本的事項 

計画の目的 

動物の愛護及び管理

に関する施策を総合

的に推進し、人と動物

の共生社会を目指す。 

第１ 計画の位置づけ 

動物の愛護及び管理に

関する法律第６条に基

づき定める計画 

国の基本指針（R2.4.30

付環境省告示第 53 号）

に即して策定 

第２ 計画の適用期間 

10年間（R3～R12年度） 

ただし、国の基本指針の

見直しに合わせて５年

ごとに見直す。 

第３ 計画の適用地域 

県内全域（ただし、神戸

市、姫路市、尼崎市、明石

市、西宮市（指定都市等）

については、本計画に基づ

き又は準じて実施） 

第４ 計画の推進体制 

県民、動物愛護管理に係

る関係者の参画のもと、

動物愛護センターを中

核とし、指定都市等と連

携の上で推進する。 

第５ 計画の公表 

計画を定めたとき、又は

変更したときは、県のホ

ームページ等で公表 

Ⅱ 

動

物

愛

護

意

識

の
現

状 

 
動物の 
社会参加

の向上 

人

と

動

物

が

調

和

し

、

共

生

す

る

社

会

づ

く

り 

Ⅲ 

危
機
管
理
対
策 

【現状】 

1 狂犬病に対す

る意識の低下 

2 災害等緊急時

の動物救護 

Ⅰ 

動
物
飼
養
に
関
連
し
た
問
題
発
生 

 
 
 
動物による

事故・迷惑の

減少 
 
 
 
人と動物の

健康・安全

の確保 
 
 
 
人と動物の

共通感染症 
の予防 

【課題】 
1 国内の狂犬病 

予防対策の推

進等を図る必

要がある。 

 

施策展開の基本方針 

参画と協働のもと、県民活動

と一体となった推進 

関係行政機関との連携によ

る推進 

動物愛護センターを中核と

した体制での推進 
 広大な面積を有し、多種多

様な地域的特色があるため、

県下を 5 ブロックに分割し、

地域の実情に応じた事業を展

開する拠点を整備した。拠点

は、動物愛護管理行政を推進

するための行政拠点と県民の

参画を推進する県民活動拠

点、災害時における被災動物

対応拠点等の機能を持つ。 

国、近隣府県及び市町との連

絡調整、動物関連施策のうち感

染症担当部局・野生動物関連部

局・警察との所管法等に基づく

連携、環境教育等教育機関との

連携を推進する。 

県、市町、県民、動物の飼い

主及び動物取扱業者、獣医師

会、動物関係団体等の役割分担

を明確にし、施策の実施におい

て、県等が実施すべきもの、県

民活動で推進すべきもの等、 
役割に応じて活動することに

より、動物愛護管理行政を推進

する。 
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動
物
管
理
対
策
の
強
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１ 犬の飼い主に対する指導 
(1)飼養基準の遵守、逸走防止、終生飼養、繁殖制限、所有者明示措置（マイクロチップ

等）の必要性啓発、動物愛護条例に基づくけい留指導の強化、しつけ方教室の実施  
(2)多頭飼育の未然防止のため、関係市町の福祉部局等との連携強化  

２ 猫の飼い主に対する指導 
(1)飼養基準の遵守、逸走防止、終生飼養、繁殖制限、所有者明示措置（マイクロチップ

等）の必要性啓発  
(2)猫の屋内飼養モデルルームを整備・活用し、屋内飼養を積極的に啓発  
(3)多頭飼育の未然防止のため、関係市町の福祉部局等との連携強化  

３ 飼い主のいない猫への対応 
(1)『猫の適正管理普及推進のためのガイドライン』の積極的な活用  
(2)後先を考えない無責任な餌やり行為が望ましくないことを広く啓発  
(3)地域猫対策等、市町・自治会との連携による解決策の検討 

４ 犬及び猫の引取り 
(1)飼い主からの犬・猫の引取りは、攻撃性等やむを得ない場合のみ実施 
(2)所有者不明の犬・猫の引取りは、周辺環境が損なわれるおそれがある場合等には実施  

５ 動物取扱施設対策（特定動物・実験動物飼養施設含む） 
(1)動物取扱業者には飼養基準遵守、帳簿の備付け、販売犬・猫へのﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ装着等を指導 
(2)特定動物の愛玩目的の飼養禁止、特定動物の交雑種の規制対象化を周知徹底 
(3)動物取扱責任者を中心に自主管理体制の構築、災害時対応の計画策定指導（研修会実施等） 

６ 人と動物の共通感染症対策 
(1)共通感染症の調査研究の実施と飼い主等県民への適切な情報提供 
(2)感染症、野生動物関連部局等関係機関との連携 

７ 警察との連携 
(1)動物のネグレクトを含む虐待や遺棄の事案について、警察との連携を強化 

１ 動物愛護思想の啓発講習会の実施 
(1)動物愛護センター等での講習会、学校や幼稚園等での出張講習会 

２ 小動物とのふれあい 
(1)小動物とのふれあい事業を通じ、命の大切さを習得 

３ 犬・猫の譲渡（適正飼養者の育成） 
(1)生存の機会を拡大するとともに、優良な飼い主に譲渡することにより、譲渡者を

通じて動物の適正飼養を普及啓発 
(2)適正飼養者育成に寄与する団体等を通じての譲渡（団体譲渡）の推進 
(3)ボランティアの協力を得て離乳前の子犬・子猫を保育・育成し、譲渡  

４ 繁殖制限対策 
(1)広報紙、ホームページ等で不妊措置の必要性（犬・猫の飼い主には適正飼養が困

難な場合の繁殖防止を義務化）を啓発  
５ 負傷動物の収容と収容後の措置 

(1)公共の場所で発見された負傷動物の収容・応急処置 
６ 学校飼育動物に対する指導 

(1)(一社)兵庫県獣医師会と連携し、小学校等での飼育動物の適正飼養を指導 
７ 処分動物数の削減 

(1)インターネットを活用し、飼い主への返還を推進 
(2)所有者明示（マイクロチップ装着・変更登録）、終生飼養の徹底  
(3)警察等との収容動物及び行方不明動物の情報共有、連携の強化 

８ 動物の役割についての啓発等 
 (1)ペット動物としての役割や補助犬等の活動の正しい理解を周知 
９ 人材の育成 
 (1)動物愛護推進員の新たな確保、研修等による資質の向上 
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１ 危機管理対策（狂犬病等共通感染症対策、災害対策） 
(1)市町、獣医師会と連携した犬の登録と狂犬病予防注射の啓発徹底 
(2)『災害時における動物救護活動に関する協定書』に基づく動物救援本部の設置 
(3)平時からの減災対策、備え、ペットの預かり先の確保等の必要性を積極的に啓発  
(4)ペットを連れた防災訓練の実施等  
(5)広域での協力体制の構築 

 
危機管理

対策の 
強化 

 
 
 
動物虐待

の防止 
 
 
処分頭数

の削減 
 
 
動物愛護

思想の 
高揚 

　　　　※（一社）兵庫県獣医師会「狂犬病予防注射実施率向上計画」

推進指標 令和元年度実績 令和7年度目標

しつけ方教室実施回数 685回 800回

講習会実施回数 615回 750回

小動物とのふれあい事業実施回数 733回 1,600回

犬・猫の譲渡数（累計）【適正飼養者育成】 3,774頭 5,000頭

動物取扱施設監視率 121% 100%

特定動物飼養施設監視率 100% 100%

狂犬病予防注射実施率（注射頭数／推定頭数）※ 53.8% 70.0%


